
第３章　計 画 の 内 容



施策の体系

１．�啓発�活動の�推進�

２．�男女�平等教�育の�推進�

３．�男女�共同参�画を�進める�� �

３．�多様�な働き�方へ�の支援�

２．�

１．�仕事�と家庭�との�両立支�援�

ための生涯学習の推進�

男女平等観に基づく労働�
環境の整備�

①人権意識の高揚

②啓発機会の拡充

③情報・資料の収集と提供

①学校等における男女平等教育の推進

②家庭・地域における男女平等教育
の推進

①学習機会の提供と充実

②参加しやすい条件と環境の整備

①育児・家事等の夫婦共同責任の
促進

②育児・介護支援の充実

①職場における男女共同参画意識の
推進

②職場における労働条件の向上

①農業・商工業等の自営業女性への
支援

②女性の職業能力開発への支援
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第３章　計画の内容

Ⅰ 男女共同参画の意識づくり

Ⅱ ともに働きやすい環境づくり

施策の方向基本目標 施　　　策



�
１．�政策�・方�針決定�過程�への�

女性の参画促進�

２．地域・家庭における男女�
　　共同参画の促進�

３．�国際�社会�への参�画促�進�

①各種審議会等委員への女性の
登用促進

②女性の意見を反映させる町制
の実現

①地域活動における男女共同参
画の推進

②女性リーダーの育成・支援

③男性の家庭参画の促進

①国際社会の理解促進

②国際交流の推進

１．�ライ�フサイ�クル�に応じ�た�
心身の健康支援��

３．�介護にやさしい支援の充実�

２．�すこやかな子育てへの支援�

４．安心して暮らせる支援体�
　　制の充実�

①性と人権の尊重

②生涯にわたる健康づくりへの
支援

③リプロダクティブ・ヘルス／
ライツに体する理解促進

①地域で取り組む子育て支援

②子育て環境の整備

③相談機能の充実

①地域で支える介護への支援

②高齢者・障害者（児）福祉施
策の充実

③ユニバーサルデザインのまち
づくり

①女性に対するあらゆる暴力の
排除

②ひとり親家庭等への支援

③年金制度の啓発

Ⅳ パートナーシップあふれる
まちづくり
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施策の方向 施　　　策

Ⅲ ゆたかな暮らしを支える
健康・福祉づくり

基本目標
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現状と課題

私たちの日常生活においては、男女が個人として等しく尊重されなければなりま

せん。しかしながら、日本の長い歴史の中でつくられてきた「男は仕事、女は家庭」

という、性別によって固定的に役割を分担する考え方がいまだ根強く残っており、

男女の生き方を様々な形で制約しています。

家庭生活は、基本的な社会性を身につけさせ、人格を形成する上で大きな役割を

果たしています。家庭の中での固定的性別役割分担を見聞きすることが、子どもの

意識形成に大きな影響を及ぼすため、家庭における男女平等意識を高めることが必

要です。

学校教育は、男女が平等に個性を発揮し、能力を伸ばしていくために重要な役割

を担っています。近年、家庭の教育力や地域社会に対する意識の変化が見られるな

か、ジェンダーにとらわれない視点から教育をさらに進める必要があります。

また、地域や職場などでも、従来の社会慣行の見直しを進めるとともに、生涯学

習等を通じて男女平等問題を考える機会を積極的に提供することにより、男女が互

いに認め合う意識を地域社会に浸透させていくことが大切です。

男女共同参画社会実現のためには、固定的性別役割分担意識を解消し、社会の

様々な分野に残っている不平等感の原因を究明し是正していく必要があります。

目　標

真の男女平等を達成していくため、固定的性別役割分担意識を解消し、幅広

い分野で従来の社会慣行の見直しを進めます。また、家庭・学校・地域・職場

等あらゆる場面や過程を通して、ジェンダーにとらわれない視点で男女が互い

に認め合う意識を地域社会に浸透させ、「男女共同参画」の促進を図ることを

目指します。

基本目標Ⅰ　男女共同参画の意識づくり
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町で実施した「意識調査」では、「男は仕事、女は家庭」の考え方について、「そ

う思う」と答えた男性は、女性より11ポイント多く、「そうは思わない」は、女性

より9.6ポイント少ない結果から、男女の意識の違いがあると同時に、男性に固定的

性別役割分担意識がより多く存在しています。

固定的性別役割分担意識を解消するためには、特に男性に対して、男女共同参画

についての理解を求めることが大切です。

また、男女平等意識の普及・定着を図るため、イベントの開催や啓発資料の発行

など、意識啓発事業を推進するとともに、日常生活に存在するジェンダーに気づき、

身近なことから制度や慣習について見直すことができるよう、人権尊重の視点に立

った意識啓発を積極的に推進します。

「男は仕事、女は家庭」という考え方

（Nは比率算出の基数で「Number of Casesの略」）、100％が何人の回答に相当するかを示す。

資料：平成11年度　意識調査

施策の方向　１啓発活動の推進

0 20 40 60 80 100
（％）�

女　　性　�
（N＝540）�

男　　性　�
（N＝419）�

14.8 31.3 52.6

0.7 0.6

25.8 28.6 43.0

1.9 0.7

そう思う�

どちらともいえない�

そうは思わない�

わからない�

無回答�



施策の方向
（１．啓発活動の推進）
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※担当課等は、平成13年４月１日の組織改正による名称となっています。以下同じ。

実
施
計
画

Ⅰ．男女共同参画の意識づくり

施　　　　策 内　　　　容
推進
区分

担当課等

①人権意識の高揚 人権・性の尊重意識の啓発
男女間における人権意識の高揚や人間の尊

厳にかかわる性の尊重性についての認識を深
められるよう、街頭啓発を含めた幅広い啓発
活動を行う。

継続 人権・女性政
策担当

社会教育事業の充実
同和教育合同研修会、人権作文発表講演会

等を通じて行政、企業、教育、社会教育関係
団体の各分野において子ども、女性、高齢者、
障害のある人等の人権を尊重することの重要
性を認識すると共に人権意識の高揚を図る。

継続 社会教育課

②啓発機会の拡充 啓発活動の充実
生涯学習講演会等の開催により、男女共、

主体的に学習活動に取り組んでもらえるよう、
生涯学習の普及・啓発を行う。

継続 社会教育課

男女共同参画に関する講演会・講座等の実施
男女共同参画に関する住民の認識と理解を

深めるため、講演会・講座等を実施する。ま
た「まなびっちゃすぎと塾」と連携した出前
講座を行う。

新規 人権・女性政
策担当
社会教育課

職員研修の開催
庁内各課が男女共同参画社会の実現に向け

て、総合的な女性関連行政が推進できるよう
職員研修の内容を充実する。

継続 人権・女性政
策担当
総務課

男女共同参画情報紙の発行
男女共同参画に関する意識啓発と情報提供

を行うため、情報紙を発行する。（全戸配布）

新規 人権・女性政
策担当

生涯学習情報紙の発行
生涯学習活動の情報提供を行うため、生涯

学習情報紙を発行する。（全戸配布）

継続 社会教育課

③情報・資料の収集
と提供

男女共同参画の関連情報の収集と提供
男女共同参画意識を高めるため、ビデオ・

関連図書等の収集を行い、貸し出しを行う。

新規 人権・女性政
策担当

男女共同参画関係図書の整備・充実
公民館図書室において、男女共同参画社会

に関する資料の整備・充実を図る。また、女
性関連情報コーナーの設置を検討する。

継続 社会教育課

新規

新規

新規

継続：継続・拡充して実施する事業
新規：新規に実施する事業
検討：新たに実施を検討する事業
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男女共同参画社会の形成のためには、男女平等意識を高め、生涯にわたる様々な

場での「男女平等教育」が必要です。特に、意識や価値観は、子どもの頃から形成

され、男女平等観の基礎を形成する場として、家庭・学校・地域は重要な役割を果

たしています。子どもの成長に関わるすべての人が、男女平等について共通の認識

を持ち、ジェンダーにとらわれない視点で接することが重要です。

家庭では、「女の子らしさ、男の子らしさ」の枠にはめることなく、一人ひとり

の個性と能力を伸ばしていくことができるよう、家庭教育に関する学習機会の充実

に努めます。

また、意識調査によると、男女の平等観について「教育の場」では、全体の

52.6％が平等になっていると感じています。しかし、一方では、出席簿など改善を

要する部分も存在しています。

学校では、進路指導から生活・行事等を通じて、教育の場での固定的な性別役割

分担意識を解消し、男女平等意識の定着に向けた教育を充実し、男女平等観に立っ

た人間形成を進めます。

さらに、地域では、男女平等を進めるための学習機会を積極的に提供し、男女平

等観が地域に浸透するよう努めます。

男女平等意識

資料：平成11年度　意識調査

施策の方向　２男女平等教育の推進

0 20 40 60 80 100

家庭生活  �
（N＝989）� 37.2 30.2 7.1 22.2 3.2

教育の場  �
（N＝989）�10.9 52.6 4.7 24.9 7.0

社会活動の場  �
（N＝989）� 17.8 27.1 15.6 33.1 6.5

（％）�

男性が優遇されている�

平等になっている�

女性が優遇�
されている�

どちらともいえない�

無回答�
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施策の方向
（２．男女平等教育の推進）

実
施
計
画

Ⅰ．男女共同参画の意識づくり

施　　　策 内　　　　　容
推進
区分

担当課等

①学校等における男
女平等教育の推進

性と人権を尊重する教育の充実
性及び人権を尊重する意識を幼い頃より継

続的に育むため、人権意識を十分取り入れた
性教育を充実する。

継続 学校教育課
福祉課

教職員の男女平等意識の醸成
教職員に男女共同参画意識を高めてもらう

よう、男女平等教育啓発講演会への教職員の
派遣を進める。

継続 学校教育課
人権・女性政
策担当

町立幼稚園・保育園の男女混合名簿の導入
男子が先、女子が後といった固定的な考え

方にとらわれず、一人ひとりの幼児が十分に
自己を発揮し、男女にかかわらず、互いのよ
さを認め合う人格の形成を目指す。

継続 学校教育課
福祉課

個性を生かす進路指導の充実
性別によって、親や教師が進路を固定的に

考えたり将来への可能性を判断することのな
いように、個性を生かした進路指導の充実を
図る。

継続 学校教育課

ＰＴＡに対する啓発
家庭環境は、児童・生徒の生き方や進路選

択の意識形成に大きな影響を与えるため、保
護者に対する啓発活動を行う。

新規 人権・女性政
策担当

家庭生活における男女共同参画意識の浸透
家庭生活において男女共同参画が実現する

よう、家庭教育学級等を活用した啓発を行う。

継続 社会教育課

子ども会活動の充実
地域の中で健全な子どもを育成するため、

男女ともにかかわる子ども会の活動を進める。

継続 社会教育課

相談活動の充実
悩みを持つ保護者や子どもに対する相談活

動を充実する。

継続 学校教育課
健康増進課
福祉課

道徳・特別活動の充実
互いに異性についての正しい理解を深める

とともに相手の人格を尊重する精神を育み、
健全な生活態度を育成する。

継続 学校教育課

男女混合名簿の導入の検討
学校運営や学校行事における男女共同参画

を進め、男女平等意識が培われるよう小中学
校における男女混合名簿の導入を検討する。

検討 学校教育課

②家庭・地域におけ
る男女平等教育の
推進

新規

検討

継続：継続・拡充して実施する事業
新規：新規に実施する事業
検討：新たに実施を検討する事業
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豊かで活力ある社会を迎えるためには、人々が、生涯のいつでも、自由に学習機

会を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価される生涯学習社会を築いて

いくことが必要です。特に、女性が男性と同様に社会のあらゆる分野における活動

に参画するためにも、生涯学習の振興が極めて重要な意義をもっています。

平成11年11月に実施した生涯学習住民意識調査の結果では、生涯学習活動の問題

点・課題については男女とも「時間のやりくりが大変」、「近くに活動する場所がな

い」、「一緒に活動する仲間が少ない」等が上位を占めていることから、住民の多様

なニーズに合った学習機会の提供、団体・サークルなどの情報提供が求められてい

ます。

また、今後、学習してみたい活動については、男女とも「趣味的なもの」「スポ

ーツ・レクリエーション」「技術・職業」が上位を占めています。

そのため、住民が参加しやすい講座等の企画運営に配慮し、地域の中で学びやす

い形の生涯学習を進めます。

生涯学習活動の問題点・課題

資料：平成11年度　杉戸町生涯学習住民意識調査

施策の方向　３男女共同参画を進めるための生涯学習の推進

0 5 10 15 20 25 30 35 40（％）�

一緒に活動する仲間が少ない�

近くに活動する場所がない�

活動場所が確保できない�

費用のやりくりが大変�

学習成果を生かせない�

時間のやりくりが大変�

家庭の理解、協力が得られない�

特にない�

その他�

無回答�

（Ｎ＝451）�
23.0

32.2

27.0
34.5

9.1
16.4

22.3
14.7

8.8
9.6

36.9
33.3

3.3
4.5

31.4

26.6
7.7

5.6

2.9
3.4

女性�
男性�



今後学習してみたい活動

資料：平成11年度　杉戸町生涯学習住民意識調査
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（％）�0 10 20 30 40 50

趣味的なもの�

家庭教育�

生活技術�

地域活動�

技術・職業�

スポーツ・レクリエーション�

健康管理�

一般教養�

芸術文化�

創作的なもの�

郷土芸能・地域文化�

経済・時事・社会問題�

外国語習得�

その他�

何も行いたくない�

無回答�

（Ｎ＝451）�
40.8

35.7

14.3
6.5

34.1
5.8

女性�
男性�

19.7
21.0

32.6
35.3
37.7
38.7

34.6
26.6

11.3
19.2

23.7
16.1

24.4
10.3

3.8
5.0
6.1

14.5

20.7
16.1

2.9
2.6

4.8
6.9

4.3
4.8
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施策の方向
（３．男女共同参画を進めるための生涯学習の推進）

実
施
計
画

Ⅰ．男女共同参画の意識づくり

施　　　策 内　　　　　容
推進
区分

担当課等

①学習機会の提供と
充実

学習機会の提供
生涯学習まちづくり出前講習会「まなびっ

ちゃすぎと塾」や学校開放講座の内容を一層
充実する。

継続 社会教育課

親子で参加できる行事の提供
青少年の健全育成を図るため、第２・４土

曜日等を利用した「わんぱくキッズセミナー」
等を行い、親子で参加できる行事を積極的に
進める。

継続 社会教育課

生涯学習センターの整備
住民のライフスタイルの変化や余暇の増大

などにより、多様化・高度化した生涯学習ニ
ーズに対応するため、生涯学習センターの整
備を推進する。

新規 生涯学習セン
ター建設準備
室

参加しやすい日時の講座等の充実
土、日、夜間など男性や働く女性が参加し

やすい時間帯の講座等を充実する。

継続 社会教育課

保育付講座の充実
社会福祉協議会、地域のボランティア等と

連携して保育付講座を導入するなど、子育て
中の男女が学習活動に参加しやすい環境づく
りを進める。

新規 社会教育課

保育・幼児室の設置検討
子育て中の男女が利用しやすいように、今

後建設される公共施設には保育室などを設置
するよう、積極的に検討する。

検討 社会教育課
関係各課

学習環境の基盤整備
男女とも、いつでも・どこでも生涯学習活

動ができるよう、生涯学習ガイド、ネットワ
ークシステム等の活用を促進する。

継続 社会教育課

生涯学習推進体制の充実
住民による生涯学習推進町民会議と庁内会

議等との連携を図り、推進体制を充実する。

継続 社会教育課

公民館事業の充実
情報化社会に向けたパソコン等を設置し、

男女が楽しめる事業を推進する。

新規 社会教育課

②参加しやすい条件
と環境の整備

指導者の育成
体育協会、体育指導委員等と連携を図り、

研修会や講習会を計画的に実施し、団体・指
導者の育成及び資質の向上に努め、女性が安
心して参加できるよう、女性指導者（体育指
導員含む）の充実を図る。

継続 社会教育課

検討

新規

新規

新規

継続：継続・拡充して実施する事業
新規：新規に実施する事業
検討：新たに実施を検討する事業
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現状と課題

女性の社会進出が進む中、「男女雇用機会均等法5」や「労働基準法6」等が改正さ

れ、法的制度は整いつつありますが、現実には募集、採用、賃金、昇進など様々な

面で男女の格差が依然として見られ、雇用の分野における男女の不平等は改善され

ているとはいえません。

日本の女性の働き方の特徴として、30歳前後に一時的に労働力率が落ち込む曲線

（Ｍ字型曲線）を描くことがあげられ、特に埼玉県はＭ字型の底が全国より低いと

いう特色を持っています。また、本町の意識調査でも「子どもが成長したら再就職」

という考え方の女性が半数を超えています。この背景には、働く女性が仕事を継続

していくうえで、家事・育児・介護など家庭生活の中で固定的性別役割分担による

負担が重く、仕事と家庭の両立が難しい状況があります。

今後は、改正された法制度が真に活用され、仕事を持つ男女が共に家庭生活との

両立ができるような支援体制、サービス等の充実が必要です。

また、農業や商工業等の自営業に携わる女性の多くは、労働力として重要な役割

を果たしています。しかし、その一方で、これらの女性は仕事と家庭生活との区別

がつけにくく、長時間労働になりやすい現状があり、労働条件の改善を図ることが

必要です。

目　標

家庭における男女共同参画を推進し、働く女性の仕事と家庭の両立が図れる

よう就労継続への支援を行います。

また、改正された法律や制度が有効に活用され、多様な働き方を可能にする

就業条件の整備を図り、男女ともにいきいきと働きやすい環境づくりを目指し

ます。

基本目標Ⅱ　ともに働きやすい環境づくり

５．男女雇用機会均等法…募集・採用、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇について、女
性に対する差別を禁止し、女性のみを対象とすることや女性を優遇することも含まれて
いる。また、セクシュアル・ハラスメントの防止対策及び妊産婦の健康管理のための措
置を義務付けている。（平成9年6月18日改正）

６．労働基準法…女性労働者に対する時間外・休日労働、深夜業の規制について、雇用の分野における男女の均等
扱いと女性の職域の拡大を図る観点から解消した。また、男女とも長時間の時間外労働を抑制す
るために時間外労働の限度に関する基準が定められた。さらに、一定要件の女性労働者について
の激変緩和措置（通常の労働者よりもゆるやかに移行させる措置）や育児や家族の介護を行う男
女労働者の深夜業の制限の制度が新設され、時間外・休日労働、深夜業について母性保護と激変
緩和措置を除いて男女同一とした。（平成9年6月18日改正）
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年代別女性労働力率（国・県・各年10月１日現在）

資料：総務庁「国勢調査」

女性が職業を持つこと

資料：平成11年度　意識調査
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家庭における家事や育児等の役割は、本来男女が協力して共に担うべきものです。

意識調査の「夫婦のあり方」をたずねた質問で、理想としては「夫婦共、仕事・

家事・育児を行う」の男女共同型の回答が女性の65.6％を占めていますが、実際に

男女共同型を実践している女性は1／5にも満たない13.6％と低く、“理想”と“現実”

とのギャップを示しています。

また、わが国が1995年に批准したＩＬＯ第１５６号条約7は、性別に関わらず職業

と家庭生活の両立を目指していますが、既婚の働く女性にとっては、仕事と家庭の

二重負担を背負っているのが現状です。

今後は、仕事と家庭との両立が可能になるよう、家庭における固定的性別役割分

担を解消すると同時に、男女が共に家庭に対する責任を果たすことができるよう、

育児・介護支援の施策の充実を積極的に進めます。

夫婦の役割〔理　想〕

資料：平成11年度　意識調査

夫婦の役割〔実　際〕

資料：平成11年度　意識調査

施策の方向　１仕事と家庭との両立支援

７．ILO第156号条約…ILO（国際労働機関）で採択した正式名称「家族的責任を有する男女労働者の機会均等及
び待遇の均等に関する条約」。男女労働者が仕事上の責任と家庭責任を両立することを目的
とし、雇用条件・社会保障等で労働者のニーズを反映する各種措置等の確立をめざしたも
のである。
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施策の方向
（１．仕事と家庭との両立支援）

Ⅱ. ともに働きやすい環境づくり

施　　　策 内　　　　　容
推進
区分

担当課等

①育児・家事等の夫
婦共同責任の促進

夫婦共同責任の理解促進
町内保育園・学童保育所の保護者会等を通

じて家庭における夫婦共同責任の重要性に対
する理解を促す。

継続 福祉課

母親・両親学級の充実
元気に母と子が出産を迎えられるように妊

娠・出産・育児についての健康教育を行い、
男女共に子育てに参画するための母親・両親
学級を充実する。

継続 健康増進課

②育児・介護支援の

充実

保育支援の充実
核家族化の進行等の社会状況の変化やニー

ズの多様化に対応できるよう、保育支援を一
層充実する。
・延長保育の充実
・緊急・非定型保育の充実
・待機児対策の充実
・障害児保育の充実
・男性保育士採用の推進
・学童保育の充実
・幼保一元化による幼児園の整備

継続
継続
新規
継続
新規
継続
新規

福祉課
学校教育課
幼保一元化推
進室

介護支援の充実
働きながら安心して介護が行えるよう、サー

ビス供給体制の整備・充実等を行う。

継続 健康増進課

新規

新規

新規

実
施
計
画

継続：継続・拡充して実施する事業
新規：新規に実施する事業
検討：新たに実施を検討する事業
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近年、様々な法制度の整備や経済・社会環境の変化により、女性の職場への進出

はめざましいものがあります。

しかし、意識調査によると、昇進・昇格や賃金等で男性が優遇されていると感じ

る女性は60％を超えており、労働環境の整備等について女性が働き続けるための条

件は十分とはいえません。

そのため、女性が働きやすい労働環境の整備を進めるため、町内の事業所等に対

して、男女平等への意識啓発を進めるとともに、育児・介護休業制度の普及・定着

など就労環境の整備を促します。

一方、「改正男女雇用機会均等法」では、女性労働者がセクシュアル・ハラスメ

ント8により深刻な精神的苦痛を受けているケースや、結果的に退職を余儀なくされ

るケースも見られることから、セクシュアル・ハラスメントの防止を義務づけてい

ます。庁内では、「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱」の遵守に

努めるとともに、町内事業所に対しては、セクシュアル・ハラスメントにより女性

労働者の就業環境が害されないよう雇用管理上の配慮を促します。

男女平等意識『職場』

資料：平成11年度　意識調査

施策の方向　２男女平等観に基づく労働環境の整備

８．セクシュアル・ハラスメント…主として職場で行われる「性的嫌がらせ」。相手の意に反した性的な性質の言
動を行い、それに対する対応によって仕事をする上で一定の不利益を与えたり
（対価型）、またはそれを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させる
（環境型）ことを言う。
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現状と課題

豊かな社会を実現するためには、心身ともに健康であることが基本です。

特に女性は、次世代に生命を伝える妊娠・出産・授乳という「母性機能」を持っ

ているため、ライフスタイルの変化に対応した心身の健康づくりへの支援等の充実

を図る必要があります。

近年は女性の晩婚化、仕事と育児を両立させる条件が不十分であること、さらに

子育てにかかる経済的負担の増加等により、ますます少子化が進行しています。今

後は安心して子どもを産み、夢をもって楽しく子育てができるような支援体制の充

実が必要です。

さらに、家族に対する介護については、その担い手の多くは女性が占めています。

今後は、本格的な高齢化に伴い、女性の介護負担の増加も予想されています。

このため、男性も介護責任を分担することを進めるほか、利用しやすいサービス

の提供等、あらゆる分野での介護環境の充実が求められています。

一方、これまで個人の問題として潜在していた“女性に対する暴力”は、近年、

人権に対する重大な侵害であると認識され、早急に対応しなければならない緊急の

課題となっています。

進行する高齢社会の中で、すべての人が安心して生涯を過ごすことができる健

康・福祉の確保が求められています。

目　標
女性が自らの健康を保持し、安心して子どもを産むために、男女が互いの性

を尊重し、女性が主体的に「母性機能」を管理できるように、保健・医療・福

祉の連携による健康づくりを推進します。また、夢をもって楽しく子育てがで

きる社会を実現していくために「すぎの子プラン」の推進を図ります。

“女性に対する暴力”の問題は、女性の人権を著しく侵害し、男女共同参画

社会の実現を阻害するものであるため、暴力の発生を防ぐ環境づくりに努めま

す。

さらに、高齢者や障害者（児）及び介護者、ひとり親家庭等が安心して心ゆ

たかに暮らせるように各種福祉サービスの充実を図り、すべての人にやさしい

まちづくりを目指します。

基本目標Ⅲ　ゆたかな暮らしを支える健康・福祉づくり


